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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造営材に取着され、内部に電子部品を収納するとともに造営材と反対側にランプが配設
される器具本体と、ランプ及び器具本体を覆うように器具本体に取付けられる透光カバー
と、造営材に沿う方向における器具本体の両端部にそれぞれ開口し、器具本体内部と外部
との間で空気を通過させるための通気孔と、器具本体の前記両端部と対向してそれぞれ配
設される遮光板とを備え、各遮光板は、２つの遮光板が並ぶ方向において前記通気孔と重
ならない位置に貫通孔を有することを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁や天井などの造営材に取付けられる照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、図４に示すように壁面３６に取付けられる照明器具Ａ’があった。この照明
器具Ａ’は、内部に安定器などの電子部品（図示せず）を収納した縦長の略箱状の器具本
体３１を備え、器具本体３１の前面側（壁面３６と反対側）にはランプ軸が斜め下方とな
るようにランプソケット３３が取付けられており、ランプソケット３３には蛍光ランプ３
４が装着されている。また、蛍光ランプ３４の前面側には、蛍光ランプ３４から照射され
た光を透過させる透光カバー３２が蛍光ランプ３４を覆うように配設されている。この透
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光カバー３２は、上面及び下面が開口し器具本体３１の前面（反射面）及び両側面の３方
向を覆う断面略コ字状であって透光性を有するカバー本体３２ａを有し、カバー本体３２
ａにおいて対向する２面の先端側には内側に向かって延出する折曲片３２ｂがそれぞれ一
体に形成されており、取付ねじ３５を用いて器具本体３１の前面側に取付けられている。
【０００３】
　また、複数の開口部を設けた埋込型の照明器具も提案されている（例えば特許文献１参
照）。この照明器具は、光源体と、光源体と一体に形成され所望の表示をする表示体と、
光源体に電源を供給するための安定器やインバータなどを収納した点灯装置本体とを備え
ており、点灯装置本体と表示体の間には間隙部が設けられている。この間隙部の下面には
開口部が設けられ、また点灯装置本体において間隙部側に突出する部位にも複数の開口部
が設けられている。この照明器具は、間隙部を壁面の表面側に露出させた状態で壁面に設
けた埋込孔を通して埋込配設される。
【０００４】
　この照明器具では、光源体を点灯させると安定器やインバータから発生する熱により点
灯装置本体の内部温度が上昇するが、間隙部の下面に設けた開口部と点灯装置本体の突出
部位に設けた開口部との間で放熱経路を形成することにより空気の対流が起こり、間隙部
の開口部から外部の低温空気が取り込まれ、点灯装置本体の内部温度が低下する。
【特許文献１】実開平５－２３４４０７号公報（段落[０００９]－段落[００１１]、及び
、第１図－第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した前者の照明器具Ａ’では、電子部品の動作保証温度を確保するために、透光カ
バー３２の上面及び下面を解放して蛍光ランプ３４や電子部品で発生する熱を放熱してい
るが、蛍光ランプ３４から照射された光がこれらの開口から壁面に映り込み、所望の配光
が得られない虞があった。
【０００６】
　また、後者の照明器具では、開口部を設けることで放熱性は確保できるが、光源体から
照射された光が開口部から外部に漏れることで、表示体の表示が不鮮明になる虞があった
。
【０００７】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、放熱性を
確保するとともに光漏れを抑えた照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、造営材に取着され、内部に電子部品を収納するとともに造営材と反
対側にランプが配設される器具本体と、ランプ及び器具本体を覆うように器具本体に取付
けられる透光カバーと、造営材に沿う方向における器具本体の両端部にそれぞれ開口し、
器具本体内部と外部との間で空気を通過させるための通気孔と、器具本体の両端部と対向
してそれぞれ配設される遮光板とを備え、各遮光板は、２つの遮光板が並ぶ方向において
通気孔と重ならない位置に貫通孔を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、造営材に沿う方向における器具本体の両端部に通気孔を設け
るとともに遮光板に貫通孔を設けることによって、器具本体内部の熱を外部に逃がすため
の放熱経路が形成されるので、ランプや電子部品で発生する熱を外部に放熱することがで
きるという効果がある。また、２つの遮光板が並ぶ方向において通気孔と重ならない位置
に貫通孔を設けることによって、通気孔から漏れた光が遮光板で遮光されるので、外部へ
の光漏れを抑えることができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１０】
　本発明の実施形態を図１～図３に基づいて説明する。本発明に係る照明器具Ａは、例え
ば廊下や階段などの壁面に取付けられ、誘導灯として用いられる。
【００１１】
　本発明に係る照明器具Ａは、壁面２０に取付けられる縦長の略箱状の器具本体１と、器
具本体１の前面側（図１（ａ）の左側）に配設されるランプソケット３と、ランプソケッ
ト３に着脱自在に装着される蛍光ランプ４と、蛍光ランプ４及び器具本体１を覆うように
器具本体１に取付けられる透光カバー２と、透光カバー２を器具本体１に取付けるための
取付板６とを備えている。
【００１２】
　器具本体１は、図１（ａ）に示すように縦長の側面視略Ｌ字状のボディ１１を有し、ボ
ディ１１の内部には停電時において蛍光ランプ４に電源を供給するための複数（図１（ａ
）では４個）の充電池９が保持金具１０を用いて取付けられ、また図示しない安定器や端
子台などの電子部品が収納されている。さらに、ボディ１１にはカバー１３を固定するた
めの固定部１５が取付けられ、またボディ１１の底面１１ａには下面が開口する略コ字状
の支持台１２が取付けられている。
【００１３】
　ボディ１１の前面側（図１（ａ）の左側）には、後面側が開口する縦長の略箱状のカバ
ー１３が取付けられる。このカバー１３は、図１（ｂ）に示すように前面側に蛍光ランプ
４からの光を反射させるための反射面１３ａが形成され、反射面１３ａの長手方向一端側
の略中央位置には、ランプソケット３を配設するための縦長の切欠部１３ｅが設けられて
いる。また、反射面１３ａにおいて切欠部１３ｅの下側位置には、カバー１３をボディ１
１に取付けるための固定ねじ１７を挿通させる挿通孔１３ｇが設けられている。反射面１
３ａの幅方向両端からは壁面２０に向かって側部１３ｂがそれぞれ突設され、反射面１３
ａと各側部１３ｂとがなす角部には壁面２０側に向かって傾斜する傾斜面１３ｄがそれぞ
れ設けられている。さらに、カバー１３の上面１３ｃには、横長の略矩形状の開口部（通
気孔）１３ｆが設けられている。このカバー１３は、ボディ１１の固定部１５の一端側（
図１（ａ）の左側）において固定ねじ１７を用いて固定することでボディ１１に取付けら
れる。尚、カバー１３をボディ１１に取付けた状態において、ボディ１１の底面１１ａと
カバー１３の内側面との間には隙間１４が形成され、この隙間１４から下側の通気孔が構
成されている。
【００１４】
　ボディ１１の後面側（図１（ａ）の右側）には、器具本体１を壁面２０に取付けるため
のベース８が取付けられる。このベース８は、縦長の側面視略Ｌ字状のベース本体８ａを
有し、ベース本体８ａの下面には開口部８ｃが設けられている。また、ベース本体８ａの
上側端縁には、取付板６を取付けるための取付部８ｂが一体に設けられている。尚、開口
部８ｃは、器具本体１の長手方向において隙間１４と重ならない位置に設けられており、
隙間１４から漏れる蛍光ランプ４からの光はベース本体８ａの下面で遮光されるので、外
部への光漏れを抑えることができる。ここに、ベース本体８ａの下面から遮光板が構成さ
れ、また開口部８ｃから貫通孔が構成されている。
【００１５】
　取付板６は、図１（ｃ）に示すように横長の略矩形板状であって、幅方向一端側には取
付板６をベース８に取付けるための固定ねじ１９を挿通させる略正方形状の挿通孔６ａが
設けられ、また挿通孔６ａの周りには複数の貫通孔６ｂが設けられている。さらに、取付
板６の裏面側には取付板６を透光カバー２に取付けるための取付片７が設けられている。
尚、貫通孔６ｂは、器具本体１の長手方向においてカバー１３の上面１３ｃに設けた開口
部１３ｆと重ならない位置に設けられており、開口部１３ｆから漏れる蛍光ランプ４から
の光は取付板６で遮光されるので、外部への光漏れを抑えることができる。ここに、取付
板６から遮光板が構成されている。
【００１６】
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　ランプソケット３は略円筒状の本体部３ａを有し、本体部３ａの一端側においてボディ
１１から延出する取付片５にねじ固定されている。また、本体部３ａの他端側には、蛍光
ランプ４の口金４ｂがねじ込まれるソケット部３ｂが設けられている。
【００１７】
　蛍光ランプ４は、略螺旋状の発光管４ａを有する電球型蛍光ランプであって、発光管４
ａと反対側には口金４ｂが設けられ、口金４ｂをソケット部３ｂにねじ込むことで蛍光ラ
ンプ４がランプソケット３に保持されるとともに、ランプソケット３を介して点灯回路（
図示せず）から電力が供給される。
【００１８】
　透光カバー２は、例えば透光性を有する樹脂材料により一面（図１（ａ）の右側の面）
が開口する略箱状に形成されており、図１（ａ）に示すように取付板６と取付片７との間
に透光カバー２の上面の一部を挟み込んだ状態で固定ねじ１８を螺合させることで透光カ
バー２に取付板６が取付けられる。そして、透光カバー２の下面をベース８の下面に載置
した状態で固定ねじ１９を取付板６の挿通孔６ａに挿通しベース８の取付部８ｃに螺合さ
せると、図２に示すように透光カバー２が器具本体１に取付けられ、照明器具Ａが壁面２
０に取付けられる。
【００１９】
　ここで、照明器具Ａの動作について図３に基づいて説明する。蛍光ランプ４を点灯させ
ると、電子部品や蛍光ランプ４から熱が発生し器具本体１の内部温度が上昇するが、放熱
経路Ｂを形成することにより空気の対流が起こり、ベース８の下側の開口部８ｃから外部
の低温空気が取り込まれ、この低温空気により器具本体１の内部温度が低下する。したが
って、器具本体１内に収納された安定器や充電池９などの電子部品の動作保証温度を確保
することができる。
【００２０】
　尚、本実施形態では、透光カバー２を器具本体１に取付けるためのベース本体８ａの下
面及び取付板６を遮光板とした場合を例に説明したが、遮光板は本実施形態に限定される
ものではなく、例えば透光カバーを器具本体の側面において固定し、通気孔に対向して遮
光板を別に設けたものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】（ａ）は本実施形態の照明器具の断面図、（ｂ）は同上に用いられるカバーの斜
視図、（ｃ）は同上に用いられる取付板の斜視図である。
【図２】同上の斜視図である。
【図３】同上の動作を説明する説明図である。
【図４】従来例を示す照明器具の斜視図である。
【符号の説明】
【００２２】
１　　　器具本体
２　　　透光カバー
４　　　蛍光ランプ
６　　　取付板（遮光板）
６ｂ　　貫通孔
８　　　ベース
８ｃ　　開口部（貫通孔）
１３ｆ　開口部（通気孔）
１４　　隙間（通気孔）
２０　　壁面（造営材）
Ａ　　　照明器具
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